
 

 
 

 

今年度は、5月に平成 31年から令和元年に元号が代わり、3か月目に入りました。 

だんたんと暑い季節に近づいていきますが、体調を整えて頑張りましょう！ 

 

令和元年度の 6支部の共同実施は、目標を「子どもたちのために！支部の教職員と共に、教育条件整

備及び学校運営の改善を進める。」とし、課題を次の 2 点に絞って活動していきます。 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆期末勤勉手当の支給について 
✿支給日  ６月２８日(金) 

✿支給率  期末手当 1.3月分 

        勤勉手当 0.925月分   合計 2.225月分   お楽しみに ・・・ 

 

 

☆銀行の合併について 
  島田信用金庫が合併し、島田掛川信用金庫となります。（６月２４日から） 

また、静岡信用金庫と焼津信用金庫が合併し、しずおか焼津信用金庫となります。（７月１６日から） 

  

ご自身の給与・旅費・共済の振込口座について、上記の合併される銀行に登録されていませんか？  

今一度ご確認いただき、該当されている場合は事務職員へ忘れずに申し出てください。 

 変更に伴う事務手続きが必要となってきます。 

№６６ 
令和元年６月 24日 

第６支部学校事務共同実施 

 

課題２ 教育環境整備の推進 
⚫ 支部様式の安全点検表の使用、事務職員の校内巡視、用務員の共同作業を通して安全安心な施設管理を

していきます。 

⚫ 備品点検表に使用頻度欄を設け、使わない備品は廃棄し、教育課程に対応した備品の整備を進めていきま

す。 

⚫ 第６支部協働実施運営協議会、合同研修会を開催し、学校を取り巻く喫緊の課題（危機管理）について支部

の教職員間で共通理解を深めるとともに、改善方法について協議します。 

課題 1 学校財務の適正化        
⚫ 学校全体の財務の見える化と学校預かり金会計帳簿点検により、学校財務の適正化を図ります。 

⚫ 中学校区で情報を共有し、収納の遅延防止対策を検討していきます。 

令和元年度 第６支部合同研修会 

日時 令和元年７月３０日（火）午後 

場所  大里生涯学習交流館 

テーマ 危機管理 

大里中学校 堀田弥寿史校長先生（前静岡市教育委員会 児童生徒支援課課長）より御講話をいただきます。 

※ ６支部内の職員はどなたでも参加できます。興味のある方は、各学校の事務職員までお問い合わせく

ださい。 
 

  

   
 
源泉徴収票は、ご自分の昨年の１年間の給与

や税金額を明示しているものです。 
  この書類は、所得を証明する大切なものなの
で、しっかり保管をしてください。 
  また、次のような場合に必要になります。 
   ・確定申告をするとき 
   ・住宅貸付を受けようとするとき                                   
   ・子ども園等の入園手続きをするとき                                 
   ・奨学金を申請するとき       など 



 

  ☆旅費制度の改正（H31.4～）          

① 管内旅行範囲がかわりました。            

＜変更前＞                ＜変更後＞ 

静岡市、焼津市（旧大井川町を除く）    静岡市、焼津市(全域)、藤枝市(全域)、 

藤枝市(旧岡部町に限る)          富士市(全域)、島田市、富士宮市、 

富士市(旧富士川町に限る)         牧之原市、吉田町、川根本町 

 

＊管内範囲に用務先がある場合、自家用車の公務使用による旅行を認めることができます。 

＊管内の区域への旅行に対する自家用車使用の場合の旅費単価は、１㎞あたり１８円です。 

＊変更により管内区域となった旅行に対しては、日当が支給されません。 

 

このことより、静教研夏季大会の会場が、管内の区域が増えます。 

 

       国語・社会・保健体育・技術家庭・生活・道徳・ 

学校保健・情報・特別支援・学校給食・小規模校 

 

 

  上記の教科の静教研の夏季大会は、自家用車の公務使用による旅行を認めることができます。 

  また、学校行事の宿泊先の事前調査等、昨年と変わり管内区域になる可能性があります。 

 

 

② 通勤手当が定期券認定され、その区間と旅行経路が重複した場合の調整                 

<変更前＞             ＜変更後＞ 

通勤定期券を保有し、        通勤手当が定期券で認定されている者は、定期券の 

実際に使用した場合に        使用の有無にかかわらず定期区間は支給しない。 

定期を使用した区間は        定期券を忘れた場合などは、領収書を提示した場合 

    支給されない            のみ定期区間も支給可能 

 

 

③ 自宅発・着の認められる旅費の計算方法が変わりました。 

「勤務地～目的地、又は目的地～勤務地」と「自宅～目的地、又は目的地～自宅」を比較し 

どちらか低廉な額を支給する 

 

 

 

～今年度も用務員による共同作業を行います～ 

ひとりではできない作業を支部全体で協力して行っています。 

昨年度は久能小の樹木剪定、大谷小のジャングルジム塗装、大里中の樹木剪定など 

 を行いました。 

 今年度も主任指導員を中心に活動を進めていきます。 

また、６支部では用務員さんに安全に作業していただくよう、安全帯・ヘルメット等 

の購入を推奨しています。 

活動の様子は、随時スクールライフでご紹介します。  

          

 


